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我が国の温暖化対策の枠組みは「地球温暖化対策の推進に関する法律」（温対法）

で規定されている。温室効果ガスは人の健康に直接影響を与えないため、温対法は

規制的手法を採用していない。市町村は、温対法に基づく「地方公共団体実行計画事

務事業編」（事務事業編）を策定し、市町村執行機関が排出する温室効果ガスを削減

するが、事務事業編が未策定ある或いは策定後の改定が滞っている市町村が一定数

存在する。そこで本稿では、ISO14001 に代表される自主的な環境取組みの先行研究

を念頭に、事務事業編の策定および改定が温室効果ガス排出量に与える影響を、個

票による横断面データで検証した。推定結果は、事務事業編に温室効果ガス削減効

果があること、またPDCA サイクルに基づく適切な計画管理が事務事業編の温室効果

ガス削減効果を高めることを示唆するものであった。このことは、温対法の規制的

手法によらない温室効果ガス削減手法が有効に機能していることを示している。 

 

1.はじめに 
環境政策の手法は、この半世紀あまり、いくつかの波となって発展してきた

（Kolstad,2010）。第一の波は、1960 年代に始まる規制的手法である。規制的手法は、

法制度で排出基準や違反時の不利益処分を定め、環境負荷発生者の意思決定に直接影響

を与える（北村, 2023）。第二の波は、1970年代半ばから脚光を浴びた経済的手法であ

る。温暖化対策ではカーボンプライシングがこれにあたる。そして環境政策の第三の波

（Tietenberg,1998）として、環境情報の公表が注目されている。環境情報の公表は、環

境負荷発生者の自主的な環境取組みを促すと期待されている（Earnhart et al.,2014）。 

自主的な環境取組みの環境負荷削減効果を検証した実証研究は数多い。このうち

ISO14001 を対象としたものは、ISO認証取得と環境パフォーマンスの関係を推定してい

る。ここで注意すべきは、ISO 変数の内生性である（有村,2017）。生じうるバイアスに

ついて様々な対応が試みられているが、未だ内生性への対応は十分とはいえない（有村, 
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2017）。 

こうした実証分析上の問題を踏まえ、本稿は、市町村機関の「地方公共団体実行計画

事務事業編」（以下「事務事業編」）の策定・改定が温室効果ガス排出量に与える影響を

検証する。事務事業編とは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「温対法」）21

条に基づく地方公共団体実行計画であり、国の「地球温暖化対策計画」に即して策定さ

れる1。これは、市町村機関を事業者と捉え、その事務・事業から生じる温室効果ガスを、

PDCAサイクルに基づき削減する計画である。策定は法定義務だが市町村機関の策定率は

6 割程である。義務違反への罰則はなく、策定・改定は実質的に市町村機関の自主性に

委ねられている。PDCAサイクルに基づく計画管理と、策定・改定の自主性は、ISO14001

と事務事業編の共通点といえる。 

分析対象を市町村機関の事務事業編とすることには、少なくとも2つのメリットがあ

る。一つは変数選択肢の多さである。一般に企業の環境負荷に関連する変数の入手は容

易ではない。一方市町村機関では、各種統計や環境省の「地方公共団体における地球温

暖化対策の推進に関する法律の施行状況調査」（以下「施行状況調査」）など、多様な公

的資料から変数を選択できる。 

いま一つは欠落変数への対応である。ISO14001は、多様な環境側面から取組対象を選

定するため2、その認証取得状況だけでは、事業者がどれだけ熱心に温暖化対策に取り組

んでいるのかを知ることは難しい。こうした観測できない情報は欠落変数となり、環境

パフォーマンスの推定を妨げる（有村, 2017）。一方、事務事業編は温室効果ガス削減に

特化した計画であり、観測できない情報の発生を抑制できる。 

上記のほか本稿の特色として、温室効果ガス排出量の個票データを用いたことを挙げ

たい。温室効果ガス排出量には、マクロデータを各種統計値で按分し算出する集計デー

タと3、個々の事業者の活動量から算出する個票データが存在する。集計データは、例え

ば、製造業全体の排出量を製造品出荷額などで按分し算出するため、エネルギー使用量

が適切に反映されず、排出実態との乖離が大きくなる（環境省大臣官房地域政策

課,2023a）。そこで本稿は、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」（以下「排出量

公表制度」）による市町村機関の温室効果ガス排出量個票データを用いる。 

本稿の構成は次のとおりである。２節で先行研究を、３節で温対法の温室効果ガス削

減策を整理する。４節で推定モデルとデータを、５節で推定結果を説明する。６節では

 
1 同計画は2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減し、50%の高みを目指すとしている（原稿執筆時）。 
2 エネルギー、廃棄物、化学物質など（森・吉田, 2005）。 
3 環境省の「部門別CO2排出量の現況推計」や「自治体排出量カルテ」など。 



考察を加える。 

 

2. 先行研究 
自主的な環境取組みとは、排出削減のための明示的な規制がなくとも実施される環境

パフォーマンスの改善行動である（Kolstad,2010）。自主的な環境取組みによる温室効果

ガス削減は、行政コスト低減や事業者の環境意識向上の観点から望ましい（諸富

他,2008）。 

自主的な環境取組みは、政府と市場との関係で大別できる（Kolstad,2010）。政府との

関係では、規制主体がより積極的な役割を果たす。これには、規制主体が提案するプロ

グラムに事業者が自由に参加するタイプと、規制主体と業界団体が協定を結ぶタイプが

ある。前者の例として米国環境保護庁の30/50プログラムが、後者では経団連の「環境

自主行動計画」が挙げられる（有村,2017）。市場との関係では、顧客や投資家、競争相

手などの存在が事業者の環境負荷削減のインセンティブとなる。国際標準化機構による

ISO14001 はその代表格である（有村,2017）。 

ISO14001 の認証取得と環境パフォーマンスの関係を検証した実証研究では、肯定的・

否定的いずれの結果も報告されている（Arimura et al.,2016）。肯定的なものには、

ISO14001 に基づく環境マネジメントシステム（以下「EMS」）の導入が環境規制遵守を促

す（e.g., Dasgupta et al.,2000)や、認証取得が環境負荷水準をより低下させる（e.g., 

Potoski and Prakash,2005; Arimura et al.,2008; 岩田他,2010; Nishitani et 

al.,2016）などがある。否定的なものには、認証取得が環境規制の遵守確率を高めるわ

けではない（e.g., Dahlström et al.,2003）や、認証取得が環境パフォーマンス向上に

結びつくわけではない（e.g., Darnall and Sides,2008）などがある。 

異なる見解が得られる理由として、2つの実証分析上の問題が考えられる（有村,2017）。

一つは「ISO規格の有効性の問題」である。ISO変数を推定する際、ISO認証を取得して

いない EMS（Informal EMS）4と ISO 未取得を合わせてコントロールグループとすると、

両者のパフォーマンス差が正しい推定を妨げる5。いま一つは「操作変数の妥当性の問題」

 
4 独自のEMSや外部の審査・認証を受けないEMSなど。 
5 単純化のためISO認証の状態を3つのみ（①EMS未導入（No EMS）、②ISO14001要求事項を満たさないEMS導

入（Informal EMS）、③ISO14001要求事項を満たすEMSを導入し認証を取得（Formal EMS））とする。また環

境パフォーマンスはFormal EMSはInformal EMSと少なくとも同程度、Informal EMSはNo EMSと同程度か

それ以上とし、各状態の企業は同数とする。ここで「ISO14001規格の有効性」を「No EMSの場合の環境パフ

ォーマンスとFormal EMSとの差」とし、Formal EMSをトリートメントグループ、Informa EMSと No EMSを

合わせてコントロールグループとし推定を実行すると、Formal EMSとのパフォーマンス差は過小評価される

（有村, 2017）。 



である。内生性への対応として操作変数を用いた実証研究がみられるが（e.g., Potoski 

and Prakash,2005; Arimura et al.,2008）、適切な操作変数を見つけることが難しく、

内生性を完全にはコントロールできていないとの懸念が残る（有村,2017）。 

これらの実証分析上の問題を念頭に置き、本稿は、事務事業編の策定・改定が温室効

果ガス排出量に与える影響を検証する。 

 

3. 温対法の温室効果ガス削減策 
我が国の温暖化対策の枠組みは温対法で規定されている（大塚,2020）。温室効果ガス

は人の健康に直接影響を与えないなどの理由から6、温対法は規制的手法を採用していな

い7。これに代わり温対法は、情報手法および計画手法による温室効果ガス削減策を規定

している（北村,2023）。 

 

3.1 情報手法 

情報手法とは、環境情報の公表を活用した環境負荷削減策である（北村, 2023）。環境

情報の公表は事業者の自主的な環境取組みを促すと期待され（Earnhart et al.,2014）、

規制的手法の代替として多くの国で進められている（Van Rooij,2010）。温対法では、

2005年に排出量公表制度が新設された。これは一定の温室効果ガスを排出する事業者を

「特定排出者」とし、その事務・事業から排出される温室効果ガス量の報告を義務づけ

（26条）、国がその情報を公表する（29条）制度である。 

特定排出者の規定には、エネルギー起源二酸化炭素に関するものと、それ以外の温室

効果ガスに関するものがある8。エネルギー起源二酸化炭素の規定には、特定事業所排出

者と特定輸送排出者があり、うち特定事業所排出者の規定は、省エネ法でのエネルギー

使用量等の定期報告を行う者（以下「省エネ法特定事業者」）の指定基準と同一である

（環境省・経済産業省,2023）9。 

省エネ法特定事業者には、エネルギー消費原単位の年平均 1％以上低減という目標が

課せられる。これは一種の規制的手法であり、温暖化対策の法体系では世界的に珍しい

事例とされる（大塚,2020）。 

施行状況調査では、市町村機関の特定排出者と省エネ法特定事業者の該当を尋ねてお

 
6 他に排出量基準がエネルギー使用制約につながることが挙げられる（西尾,2017）。 
7 有害大気汚染物質を規制する大気汚染防止法改正でなく温室効果ガス抑制の新法を制定した（鷺坂,2017）。 
8 非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素など。 
9 事業者のエネルギー使用量（原油換算値）が1,500㎘／年度以上であること。 



り、2019年度の特定排出者は651機関、うち572機関が省エネ法特定事業者であった10。 

 

3.2 計画手法 

計画手法とは、目的達成の観点から、事業者に関係する手法や手段を認識させ、対応

課題の把握とその処理を実施させる手法である（北村,2023）。計画手法は PDCA サイク

ルを伴って多様な分野に実装されている。例えば ISO14001 では、認証を取得するため

環境パフォーマンス改善につながる計画を立て（Plan）、それを実行（Do）した後に、環

境パフォーマンスの改善状況を確認し（Check）、計画の見直し（Action）を行う（岩田

他,2010）。 

表1 事務事業編の多層的なPDCAサイクル 

出所) 環境省大臣官房地域政策課（2023b）をもとに筆者作成 

 
10 施行状況調査の結果は環境省への公開請求で入手。選択肢は1.両方に該当する、2.温対法に基づく特定事業

所排出者にのみ該当する、3.該当しないである（Q0-6）。特定排出者は選択肢1と2を、省エネ法特定事業者

数は選択肢1を集計した。 
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Plan ・ 事務事業編策定・改定に当たっての基本的事項の検討 
・ 基礎データの整備および「温室効果ガス総排出量」の把握 
・ 「温室効果ガス総排出量」に関する数量的な目標の検討 
・ 目標達成に向けた具体的な措置の検討 
・ 事務事業編の進捗管理の仕組みの検討 
・ 事務事業編の策定・改定および公表 

 
 
Do 

 毎年度のPDCA 

事務事業編事務局 各実行部門 
Plan ・ スケジュールの設定 

・ 職員への周知（各実行部門への
説明会の実施等） 

・ 対象施設の確認 
・ 施設ごとの取組方針の検討 
・ 削減量と目標値の整合性を確認 
・ 環境に係る法令等や環境側面の確

認 

Do ・ 各部局・課室の管理 
・ 研修等の開催（システム操作説

明会などの企画・開催、管理者
などによる会議の定期的開催） 

・ 措置の実施 
・ 取組状況・エネルギー使用量の記

録 
・ 各種研修、訓練等への参加 

Check ・ 活動実績、「温室効果ガス総排
出量」等の集計 

・ 取組の分析・評価 
・ 内部・外部監査等の実施 

・ 達成状況の分析・評価 
・ 内部・外部監査等への対応 

Act ・ 各地方公共団体の首長等への報
告、公表 

・ 次年度の取組の見直し 

・ 分析・評価達成状況の確認 
・ 取組の見直し方針の決定 

Check ・ 見直し予定時期までの一定期間内の実績の集計、達成状況の確認 
・ 見直し予定時期までの一定期間内における措置の状況確認、評価 

Act ・ 計画改定の要否に係る検討 
・ 改定要否の判断・決定 
・ 改定スケジュールの検討 



ISO14001 同様、事務事業編も PDCA サイクルで計画を管理する。事務事業編には、表

1に示す、計画見直し予定時期までの一定期間（5年程度）のサイクル（以下「5年サイ

クルPDCA」）と、毎年度のPDCA サイクル（以下「年度サイクルPDCA」）の多層的なPDCA

サイクルが存在する（環境省大臣官房地域政策課,2023b）。 

（１）5年サイクルPDCA 

5年サイクルPDCAは、中長期の目標年度までの間に計画の継続的改定を図るサイクル

である。このサイクルでは、基礎データの把握や温室効果ガス削減の目標設定（Plan）、

年度サイクルPDCA の実行（Do）、実績や達成状況の確認・評価（Check）、計画改定に向

けた検討（Act）を進める。 

表2には市町村機関の事務事業編の策定・改定状況を示した。施行状況調査では事務

事業編の策定・改定の状況を「計画期間中」、「計画期間を経過している」、「一度も策定

したことがない」に分類している11。「計画期間中」は、5年サイクルPDCAで適切に管理

された計画と捉えることができ、本稿はこれを「Formal Plan」（以下「FP」）と呼ぶ。「計

画期間を経過している」は、未改定の非公式計画として「Informal Plan」（以下「IP」）

と呼ぶ。また「一度も策定したことがない」は「No Plan」（以下「NP」）と呼ぶ。 

事務事業編は法定義務だが、策定・改定は実質的に市町村機関の自主性に委ねられて

いる。2019 年度の FP は 1076 機関（全体の 62.6％）にとどまり、IP は 439 機関（同

25.6％）、NPは 203機関（同11.8％）であった。 

 

表2 市町村機関の事務事業編策定・改定状況 

出所)『地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律の施行状況調査』の2019年度回答をもとに筆者作成 

 

 
11 選択肢は1.過去に一度も策定したことがなく2019年 10月1日以降も策定する予定がない、2.過去に一度も

策定したことがないが2019 年 10月 1日以降に策定する予定がある、3.現在計画期間中であり2019 年 10 月

1日以降に改定する予定はない、4.現在計画期間中であり2019年 10月 1日以降に改定する予定がある、5.既

に計画期間を経過しているが 2019 年 10 月 1 日以降に改定する予定はない、6.既に計画期間を経過しており

2019年 10月 1日以降に改定する予定があるである（Q1-1(1)）。表2の「計画期間中」は3と 4を、「一度も

策定したことがない」は1と2を、「計画期間を経過」は5と6を集計した。 

 市町村機関数 割合 

計画期間中 
Formal Plan (FP) 

1076 62.6％ 

計画期間を経過している 

Informal Plan (IP) 
439 25.6％ 

一度も策定したことがない 

No Plan (NP) 
203 11.8％ 

計 1718 100％ 



（２）年度サイクルPDCA 

年度サイクル PDCA には、各実行部門と事務事業編事務局のサイクルがある。各実行

部門では、対象施設の確認や目標の設定（Plan）、措置の実施（Do）、達成状況の分析

（Check）、達成状況の確認と取組みの見直し（Act）を行う。事務事業編事務局は、スケ

ジュールの設定や職員への周知（Plan）、各部課の管理（Do）、内部・外部監査の実施

（Check）、首長への報告と公表（Act）を行う。 

事務事業編はそれ自身が温室効果ガス削減策だが、その PDCA サイクルの推進に

ISO14001 などの既存 EMS を活用することもある（環境省大臣官房地域政策課,2023b）。

市町村の温暖化対策の実施数を検証した中口（2004）は、ISO14001が市町村の温暖化対

策の推進要因となっていると指摘している。しかしながら近年では、地方団体の

ISO14001認証離れが進み、代わって独自のEMSを導入する事例が増えている（山本,2017）

12。2019年度施行状況調査によると、事務事業編に何らかのEMSを活用しているのは467

機関であり、うち「独自の環境マネジメントシステム」が290と最多であった13。これら

を踏まえると、事務事業編のEMS導入状況と温室効果ガス排出量の関係を、最新データ

で検証する必要があるだろう。稿を改めて議論したい。 

 

3.3 情報手法と計画手法の関係 

温対法の情報手法と計画手法の関係は図1のように整理できる。図中の縦軸は情報手

法の対象となるか否か（排出量公表制度の該当性）を区分している。上半分の特定排出

者は温室効果ガス排出量が公表されるが、下半分の事業者は公表されない。 

横軸は計画手法の対象となるか否か（実行計画の策定義務の有無）を区分している。

右半分に属する国・地方団体は実行計画（国は政府実行計画、地方団体は事務事業編）

の策定義務があるが、左半分の事業者には努力義務があるにすぎない（36条）。 

図中グループⅠは、実行計画の策定義務があり、かつ、温室効果ガス排出量情報が公

表される。このグループには、一定の温室効果ガスを排出する651の市町村機関が属す

る。内訳は、FPが 536機関（651機関の82.3%）、IPが 105機関（同16.2%）、NPが 10機

関（同1.5%）である。本稿は、温室効果ガス排出量が入手できるグループⅠを分析対象

とする。 

グループⅣは、実行計画の策定義務があるが、温室効果ガス排出量は公表されない。

 
12 例えば千葉県市川市は 2002 年に ISO14001 を取得し、EMS の定着を機に 2011 年に認証を返上した（市川

市,2023）。同市は事務事業編に独自の「市川市環境マネジメントシステム」を活用している（市川市,2022）。 
13 選択肢は1.エネルギーマネジメントシステムISO50001、2.環境マネジメントシステム14001、3.エコアクシ

ョン21、4.独自の環境マネジメントシステム、5.その他、6.導入していない、7.不明である（Q1-3(1)）。 



これには排出量が一定未満の1058機関が該当する。内訳は、FPが 532機関（1058機関

の50.3%）、IPが 333機関（同31.5%）、NPが 193機関（同18.2%）である14。 

グループⅡは排出量公表制度の対象だが、実行計画の策定義務はない。グループⅢは

いずれも対象外である。 

ここで、排出量公表制度の対象であるグループⅠは、対象外であるグループⅣに比べ、

FPの割合が高いことに注目したい。これは、環境情報の公表が自主的な環境取組みを促

すとの先行研究（e.g., Earnhart et al.,2014）と整合的である。市区町村のISO14001

取得要因を検証した三木・宮本（2013）は、地方団体のISO14001認証取得確率と、財政

力や人口密度などの属性変数の関係を示している。これらを踏まえると、環境情報の公

表状況と事務事業編策定確率の関係を検証できるかもしれない。稿を改めて議論したい。 

 

図1 実行計画と排出量公表制度の関係 

 

注）機関数にはQ0-6に未回答であった9機関を含んでいない。 

 
14 9機関はQ0-6に未回答であった。 

実行計画の策定義務 あり 

（国・地方団体） 

排出量公表制度 非対象 

実行計画の策定義務 なし 

排出量公表制度 対象 

（特定排出者） 

グループⅠ グループⅡ 

グループⅢ グループⅣ 

省エネ法対象（省エネ法特定事業者） 

651 機関 

Formal Plan 536機関 （82.3%） 
Informal Plan 105機関 （16.2%） 
No Plan 10機関 （ 1.5%） 

1,058機関 

Formal Plan 532機関 （50.3 %） 
Informal Plan 333機関 （31.5 %） 
No Plan 193機関 （18.2 %） 

572 機関 



3.4 エネルギー起源二酸化炭素の排出量 

図 2 には、2010 年度から 2019 年度までの、国および市町村機関のエネルギー起源二

酸化炭素排出量を示した。国の排出量は2013年度の12億3,500万トンCO2をピークに、

2019 年度は 10 億 2,800 万トン CO2に減少した。一方、排出量公表制度の対象となる市

町村機関の機関当り排出量は15、2013 年度で 15,030 トン CO2、2019 年度は 11,608 トン

CO2 であった。2013 年度からの減少率は、国で－16.7%、市町村機関は－22.7%であり、

市町村機関の減少率が国を6％ポイント上回っている。 

 

図2 エネルギー起源二酸化炭素排出量の推移 

 
出所) 国は「2121年度（令和3年度）の温室効果ガス排出・吸収量（確報値）について」を 

市町村機関は「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」各年度版をもとに筆者作成 

 

4. 推定モデルとデータ 

4.1 推定モデル 

（１）OLSモデル 

まず基本となる温室効果ガス排出モデル(1)式を設定する。 

 
15 報告件数が年度で異なるため市町村機関当り排出量とした。 

     𝑙𝑛𝑌௜ = 𝛼ଵ + 𝛽ଵ𝑋ଵ௜ + 𝜖ଵ௜ (1) 



ここで 𝑌௜ は、市町村機関の事務・事業から排出される職員一人当りエネルギー起源

二酸化炭素排出量であり、排出量公表制度から得られるエネルギー起源二酸化炭素排出

量を一般行政職員数で除している。𝑋ଵ௜は市町村機関の属性変数を表すベクトルである。 

ISO14001 の先行研究では、環境パフォーマンスをISO取得ダミーと団体属性でモデル

化している（有村,2017）。そこで(1)式に事務事業編策定・改定状況を示すダミー変数 𝑍௜

を加えた(2)式を設定する。 

 

 

𝑍௜は、事務事業編を策定・改定している状況であれば 1、そうでなければ 0 をとるダ

ミー変数である。これは、表2に示した事務事業編の策定・改定状況を基に5種類を設

定した。まずFPをトリートメントグループとする期間中ダミー1、期間中ダミー2、期間

中ダミー3の 3種類である。期間中ダミー１は FP に該当すれば 1、IP もしくは NP であ

れば 0 とした。また期間中ダミー2 は FP を 1、IP を 0（NP は除外）、期間中ダミー3 は

FPを 1、NPを 0（IPは除外）である。 

残る2種類は、FPもしくはIPを 1、NPを 0とする計画策定経験有ダミーと、IPを 1、

NPを 0（FPは除外）とする期間経過ダミーである。 

 

（２）TEMモデル 

ここで(2)式の𝑍௜が内生変数である可能性に注意しなければならない。本稿の目的は、

事務事業編の策定が温室効果ガス排出量に与える影響の検証だが、一方で、例えば、排

出量の多い市町村機関ほど排出削減に意欲的で事務事業編を策定するという逆の因果

関係も想定される。この場合、前者の関係（負）を後者（正）が打ち消し、推定値が過

小評価されてしまう。 

そこで本稿では、処置効果モデル（Treatment Effect Model：TEM)による2段階推定

を行う。第 1 段階では(3)式で市町村機関が事務事業編を策定・改定する確率を推定す

る。 

 

 

     𝑙𝑛𝑌௜ = 𝛼ଵ + 𝛽ଵ𝑋ଵ௜ + 𝛾𝑍௜ + 𝜖ଵ௜ (2) 

     𝑃𝑟(𝑍௜ = 1) = Φ(𝛼ଶ + 𝛽ଶ𝑋ଶ௜) (3) 



Φは正規分布関数であり、𝑋ଶ௜は市町村機関の属性変数である。ここで(2)式と(3)式の

属性変数が異なることに留意しなければならない。TEMは操作変数として、(3)式の左辺

𝑃𝑟(𝑍௜ = 1) に影響するが、(2)式の左辺𝑙𝑛𝑌௜には直接影響しない変数が必要である。そ

のため、属性変数の表記を(2)式で 𝑋ଵ௜、(3)式では𝑋ଶ௜としている。 

第 2 段階では、第 1 段階の推定から各機関の事務事業編策定確率を求め、それを(2)

式で用いる。適切な操作変数を選定すれば、事務事業編策定ダミーは操作変数で説明で

きる部分と誤差項に分離され、逆の因果性に対応できる。 

 

4.2 データ 

 (2)式の属性変数 𝑋ଵ௜ は次のとおり設定した。省エネ法特定事業者ダミーは省エネ法

のエネルギー消費原単位削減目標の影響を考慮するもので、図1の省エネ法特定事業者

に該当すれば1、しなければ0をとる。推定値予想は負である。 

次に、市町村機関の事務・事業の活動量を考慮する。環境省のマニュアルは、市町村

機関が排出する二酸化炭素を、①燃料の使用、②他人から供給された電気の使用、③他

人から供給された熱の使用、④廃棄物の焼却に分類し、①、②、③は公共施設のエネル

ギー使用量、④は廃棄物処理施設の活動量から算出する（環境省大臣官房地域政策課, 

2023b）。 

そこで、公共施設エネルギー使用量の変数として、公共施設面積、人口を投入した。

これらは被説明変数と同様、一般行政職員数で除した。規模の経済が働けば負、そうで

なければ正の符号が予想される。 

また廃棄物処理施設の活動量の変数として、職員一人当り一般廃棄物焼却量を投入し

た16。推定値予想は正である。 

さらに、地方団体の財政状況を考慮する経常収支比率、都道府県からの権限移譲を考

慮する政令指定都市、中核市、施行時特例市ダミーを投入した。経常収支比率は、財政

の弾力性を示す指標である。値が高いほど独自の事業を実施しにくくなるため、推定値

予想は負である。また都道府県ダミーにより上記変数で捉えきれない都道府県の温暖化

政策の違いや市町村機関の立地などを考慮した。 

次に(3)式の属性変数 𝑋ଶ௜ に追加した操作変数について述べる。施行状況調査では、

事務事業編が未策定・未改定である理由を尋ねている。回答は上位から「計画を策定・

改定するための人員がいないため」、「専門知識がないため」、「計画に盛り込む対策の予

 
16 市町村が処理する一般廃棄物焼却量を用いた。プラスチック製品焼却による二酸化炭素はエネルギー起源二

酸化炭素に含まないので廃棄物組成は考慮しない。 



算等の確保が難しいため」と続き、これらが事務事業編の策定確率に影響すると考えら

れる。 

そこで、人員を考慮するため担当部署ダミーおよび担当職員数を投入した。担当部署

ダミーは温暖化対策を担当する部課係があれば1、なければ0とし17、担当職員数は温暖

化対策の実務担当職員数である18。また予算について財政力指数を、さらに市町村機関

の組織規模を考慮する一般行政職員数を投入した。 

ここで、操作変数群と温室効果ガス排出モデルの関係を理論的に整理し、その妥当性

を検証する。先述のとおり、市町村機関の二酸化炭素排出量は、公共施設のエネルギー

使用量と廃棄物処理施設の活動量の2つの要因に大別される。このうちエネルギー使用

量は市町村機関の活動量に、また廃棄物処理施設の活動量は一般廃棄物の焼却量（すな

わち区域の住民・事業者の活動量）に由来すると考えられる。操作変数群はいずれも市

町村機関の属性であること、また排出モデルは、エネルギー起源二酸化炭素排出量を職

員数で基準化していることから、操作変数群の妥当性は、職員一人当りの市町村機関活

動量との関係で検証すべきである。 

まず担当部署および担当職員数である。施行状況調査によると担当部署は環境や企画、

住民担当などの部局である。その存在は、計画策定率を高めることを通じて職員一人当

りの活動量に影響するだろう。一方で担当部局は庁内の一部局に過ぎず、その存在自体

が他部局の職員一人当りの活動量に直接的に影響するとは考えられない。同様に担当職

員数についても、職員一人当り活動量への影響は、計画策定を通してのみと考えられる

19。 

次に財政力指数および一般行政職員数である。財政力指数が高ければ事務事業編策定

に係る予算が獲得しやすくなり、計画策定率が高まるだろう。また、一般行政職員数が

多ければ組織規模が大きくなり、計画策定率が高まると考えられる20。一方で市町村機

関は、地方自治法をはじめとする法律に基づく事務・事業を執行しており、財政力や職

員数の違いが直接的に職員一人当り活動量に影響するとは考えにくい。 

これらを踏まえると、操作変数群は、事務事業編の策定確率に影響するが、職員一人

当りエネルギー起源二酸化炭素排出量には直接影響しないと考えられる。 

分析に使用するデータは2019 年度のクロスセクションデータが中心である21。観測数

 
17 Q0-2(1)から作成。 
18 Q0-2(3)から作成。 
19 例えば横浜市では一般行政職員14,972人のうち担当職員は43人（全体の0.29%）に過ぎない。 
20 図 1でみたとおりグループIはグループⅣよりFPやIPの割合が高い。 
21 2019 年度の横断面データとした理由は①2019 年度施行状況調査で省エネ法特定事業者の設問が新設された

こと、②2019年度が排出量公表制度の最新データであることである。 



は上記のデータが揃う529市町である。表3にデータ出典を、表4には記述統計量およ

び相関係数を示した。またデータを視覚的に捉えるため、図3に人口と排出量の関係を

示した。 

 

表3 データ出典 

注）表中（ ）内は使用したデータの年度を表す。 

 

データ 出典 

エネルギー起源CO2排出量 
 
 
省エネ法特定事業者ダミー 
 
 
公共施設面積 
 
 
人口 
 
 
一般廃棄物焼却量 
 
 
経常収支比率 
 
事務事業編ダミー 
 
 
担当部署ダミー 
 
 
担当職員数 
 
 
財政力指数 
 
一般行政職員数 
 

環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」
（2019） 
 
環境省「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に
関する法律の施行状況調査結果」（2019） 
 
東洋大学PPP研究センター「全国自治体公共施設延床面
積データ」(2009) 
 
総務省「市町村別決算状況調」における住民基本台帳登
載人口（2019） 
 
環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」における焼却施
設年間処理量（2019） 
 
総務省「市町村別決算状況調」（2019） 
 
環境省「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に
関する法律の施行状況調査結果」（2019） 
 
環境省「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に
関する法律の施行状況調査結果」（2019） 
 
環境省「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に
関する法律の施行状況調査結果」（2019） 
 
総務省「市町村別決算状況調」（2019） 
 
総務省「地方公共団体定員管理調査」（2019） 
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5. 推定結果 
（１）OLSモデル 

表 5 には推定結果を示した。(1)列～(6)列は OLS、(7)列～(14)列は TEM の結果であ

る。まずOLSを確認する。(1)列は基本となるモデル(1)式の結果である。属性変数𝑋ଵ௜に

ついて省エネ法特定事業者ダミーの推定値は有意でなく、同法のエネルギー消費原単位

削減効果は認められなかった。これは、旅館・ホテルを対象に省エネ法の指定による温

室効果ガス削減効果を示した有村・岩田（2008）と対照的であり、同法の効果が、産業

分野で異なる可能性を示唆している。今後他の産業分野の検証を進め制度全体の評価に

つなげるべきだろう。 

公共施設面積、一般廃棄物焼却量は正に、人口は負に有意であった。人口二乗項の推定

値から、職員一人当り人口が2.44百人（＝0.542/(2×0.111)）まで一人当り排出量が減

少し、その後増加すると解釈できる。 

(2)列～(6)列は、事務事業編の策定・改定状況を示す5種類のダミー変数の推定値で

ある。まず(2)列～(4)列は、FP をトリートメントグループとする 3 種類のダミー変数

（期間中ダミー1、期間中ダミー2、期間中ダミー3）の推定値である。期間中ダミー1の

推定値からは、FP が IPもしくはNPに比べ 16.2%、期間中ダミー2ではFPが IP に比べ

14.5%、期間中ダミー3ではFPが NPに比べ31.5%、それぞれ一人当り排出量が少ないこ 
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図3 人口と排出量の関係 



  

 
注） (1)列～(6)列はOLSで括弧内は頑健な標準誤差。(7)列～(14)列はTEM。TEMの第1段階はプロビットで推

定値は限界効果、括弧内は標準誤差。第 2 段階は OLS で括弧内は標準誤差。*は 10％、**は 5％、***は 1％水

準で有意であることを示す。定数項の表記は省略した。 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
職員一人

当りエネ
ルギー起
源二酸化

炭素排出
量(対数)

職員一人

当りエネ
ルギー起
源二酸化

炭素排出
量(対数)

職員一人

当りエネ
ルギー起
源二酸化

炭素排出
量(対数)

職員一人

当りエネ
ルギー起
源二酸化

炭素排出
量(対数)

職員一人

当りエネ
ルギー起
源二酸化

炭素排出
量(対数)

職員一人

当りエネ
ルギー起
源二酸化

炭素排出
量(対数)

期間中ダミー1 -0.162***

(0.0597)

期間中ダミー2 -0.145**

(0.0647)

期間中ダミー3 -0.315***

(0.0906)

計画策定経験有ダミー -0.308***

(0.0874)

期間経過ダミー -0.522**

(0.240)

省エネ法特定事業者ダミー -0.0718 -0.0576 -0.0532 -0.0494 -0.0626 -0.0440

(0.0508) (0.0498) (0.0509) (0.0552) (0.0506) (0.201)

職員一人当り公共施設面積（千㎡） 0.711*** 0.679*** 0.682*** 0.676*** 0.712*** 0.434

(0.118) (0.115) (0.115) (0.129) (0.118) (0.592)

職員一人当り人口（百人） -0.542*** -0.560*** -0.574*** -0.572*** -0.569*** -0.956

(0.207) (0.210) (0.212) (0.214) (0.209) (1.124)

同2乗項 0.111** 0.115** 0.119** 0.111** 0.120** 0.221

(0.0551) (0.0558) (0.0565) (0.0562) (0.0560) (0.304)

職員一人当り一般廃棄物焼却量（百トン） 0.400*** 0.404*** 0.407*** 0.432*** 0.400*** 0.117

(0.0741) (0.0730) (0.0739) (0.0795) (0.0739) (0.308)

経常収支比率 -0.00810* -0.00849* -0.00832* -0.0117*** -0.00765* 0.0514

(0.00444) (0.00442) (0.00447) (0.00448) (0.00447) (0.0315)

政令指定都市ダミー -0.250** -0.225** -0.227** -0.223** -0.246**

(0.104) (0.104) (0.104) (0.109) (0.104)

中核市ダミー -0.287*** -0.262*** -0.266*** -0.274*** -0.285*** -0.178

(0.0557) (0.0562) (0.0563) (0.0575) (0.0557) (0.536)

施行時特例市ダミー -0.253** -0.245** -0.242** -0.262** -0.246** 0.228

(0.114) (0.113) (0.113) (0.114) (0.115) (0.820)

担当部署ダミー

担当職員数

財政力指数

一般行政職員数（百人）

都道府県ダミー Yes Yes Yes Yes Yes Yes

観測数 529 529 522 460 529 76

R-squared 0.530 0.539 0.532 0.560 0.534 0.738

OLS

表5 推定結果 



表5 推定結果（続き） 

 

注） (1)列～(6)列はOLSで括弧内は頑健な標準誤差。(7)列～(14)列はTEM。TEMの第1段階はプロビットで推

定値は限界効果、括弧内は標準誤差。第 2 段階は OLS で括弧内は標準誤差。*は 10％、**は 5％、***は 1％水

準で有意であることを示す。定数項の表記は省略した。

 

 

第1段階 第2段階 第1段階 第2段階 第1段階 第2段階 第1段階 第2段階

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

期間中
ダミー1

職員一人

当りエネ

ルギー起

源二酸化

炭素排出

量(対数)

期間中
ダミー1

職員一人

当りエネ

ルギー起

源二酸化

炭素排出

量(対数)

期間中
ダミー２

職員一人

当りエネ

ルギー起

源二酸化

炭素排出

量(対数)

期間中
ダミー２

職員一人

当りエネ

ルギー起

源二酸化

炭素排出

量(対数)

期間中ダミー1 -0.460*** -0.424***

(0.114) (0.118)

期間中ダミー2 -0.405*** -0.371***

(0.121) (0.123)

期間中ダミー3

計画策定経験有ダミー

期間経過ダミー

省エネ法特定事業者ダミー 0.141 -0.0268 0.0559 -0.0353 0.122 -0.0298 0.0585 -0.0372

(0.189) (0.0521) (0.201) (0.0548) (0.198) (0.0525) (0.210) (0.0552)

職員一人当り公共施設面積 0.199 0.644*** 0.175 0.691*** 0.147 0.648*** 0.162 0.696***

（千㎡） (0.351) (0.109) (0.370) (0.112) (0.361) (0.109) (0.380) (0.112)

職員一人当り人口（百人） -2.829*** -0.588*** -2.652*** -0.611** -2.608*** -0.581*** -2.420** -0.609**

(0.910) (0.219) (1.027) (0.250) (0.924) (0.219) (1.045) (0.250)

同２乗項 0.556** 0.121** 0.516** 0.133** 0.482** 0.120** 0.441* 0.133**

(0.227) (0.0571) (0.252) (0.0635) (0.227) (0.0569) (0.253) (0.0633)

職員一人当り一般廃棄物 -0.363 0.398*** -0.318 0.405*** -0.326 0.399*** -0.259 0.407***

焼却量（百トン） (0.281) (0.0686) (0.288) (0.0691) (0.291) (0.0688) (0.299) (0.0694)

経常収支比率 -0.00576 -0.00912** -0.00549 -0.00739 -0.0123 -0.00912** -0.00786 -0.00739

(0.0174) (0.00435) (0.0184) (0.00475) (0.0185) (0.00437) (0.0192) (0.00477)

政令指定都市ダミー 2.725 -0.173* 1.667 -0.178* 3.061 -0.183* 2.689 -0.187*

(4.875×10
8
) (0.101) (596,515) (0.101) (2.094×10

7
) (0.101) (1.079×10

6
) (0.100)

中核市ダミー -0.654 -0.213*** -0.573 -0.212*** -0.429 -0.225*** -0.370 -0.223***

(0.660) (0.0695) (0.669) (0.0693) (0.669) (0.0692) (0.676) (0.0690)

施行時特例市ダミー -0.632 -0.225*** -0.593 -0.222*** -0.524 -0.226*** -0.513 -0.223***

(0.483) (0.0829) (0.494) (0.0824) (0.492) (0.0825) (0.501) (0.0821)

担当部署ダミー -0.0220 -0.177 -0.209 -0.602

(0.390) (0.463) (0.446) (0.603)

担当職員数 -0.0177 -0.0197 -0.0200 -0.0215

(0.0160) (0.0165) (0.0166) (0.0170)

財政力指数 2.693*** 2.753*** 2.899*** 3.009***

(0.630) (0.649) (0.680) (0.703)

一般行政職員数（百人） 0.179*** 0.171*** 0.152*** 0.144***

-0.0445 -0.0457 -0.0455 -0.0464

都道府県ダミー No Yes No Yes No Yes No Yes

観測数 527 527 503 503 520 520 497 497

R-squared

Rho 0.453 0.407 0.392 0.347

Wald検定（Rho=0） chi2 6.68 5.24 4.66 3.66

　        Prob > chi2 0.0098 0.0221 0.0309 0.0557

TEM

全サンプル 市のみ 全サンプル 市のみ



とを示している。(5)列の計画策定経験有ダミーの推定値は、FP もしくは IP が NP に比

べ30.8%、(6)列の期間経過ダミーはIPが NPより 52.2%、それぞれ一人当り排出量が少

ないことを示している。 

 

（２）TEMモデル 

(7)列～(14)列はTEMの結果である22。まず(7)列～(10)列の期間中ダミー1の結果を確

認する。第一段階である(7)列では、操作変数として加えた変数のうち財政力指数および

一般行政職員数が有意であった。第二段階である(8)列では、期間中ダミー1の推定値は

OLSで推定された効果よりも絶対値で大きくなった。また下段のWald検定は、二式の誤

差項の相関係数（Rho）がゼロという帰無仮説を棄却し、事務事業編変数が内生変数であ

ることを示している。(9)列および(10)列は、TEMの頑健性を確認するため市のみで推定

した結果である。属性変数で捉えきれない市と町の違いを考慮したが、結果は同様であ

った。 

(11)～(14)列に示した期間中ダミー2の結果も期間中ダミー1と同様であった23。 

 

6. 考察 
表5のOLSでは、全ての事務事業編策定・改定状況を示すダミー変数の推定値が負に

有意であった。推定値の解釈で留意すべきは次の3点である。 

第一は、パフォーマンス差があるEMSを合わせてコントロールグループとすることは

推定値の過小評価につながるとの「ISO 規格の有効性の問題」（有村,2017）と同様の問

題である24。(2)式の𝑍௜のうち、期間中ダミー１はIPもしくはNPをコントロールグルー

プとし、計画策定経験有ダミーではFPもしくはIPをトリートメントグループとしてい

る。一方で期間中ダミー2、期間経過ダミーの推定値は、FP と IP、IP と NP の間にそれ

ぞれ有意なパフォーマンス差があることを示している。「ISO規格の有効性の問題」を踏

まえれば、期間中ダミー１および計画策定経験有ダミーの推定値解釈は符号条件に留め

るべきだろう。 

 
22 TEMは stata15.0のetregressで実行した。 
23 期間中ダミー3、計画策定経験有ダミーではetregressが実行できなかった（missing values encountered 

in analytic gradient）。そこで操作変数を担当職員数のみに限定したところ対数尤度の収束が不十分

（convergence not achieved）ながらも期間中ダミー3の推定値は－1.173（標準誤差0.0829）、計画策定経

験有ダミーの推定値は－1.207（同0.0740）と1%水準で有意であった。また期間経過ダミーを(7)列～(14)列

と同じ変数で推定を実行したところ対数尤度の収束が不十分ながらも推定値は－0.689（同0.117）と1%水準

で有意であった。 
24 詳細は脚注5を参照。 



第二は、期間中ダミー2、期間中ダミー3、期間経過ダミーの推定値の解釈である。前

二者に比べ、期間経過ダミーの推定値は絶対値で大きい。これにはサンプルサイズが関

係しているかもしれない。期間経過ダミーモデルのサンプルサイズは前二者の2割以下

であり、また属性変数の説明力が低いことから、推定値が過大である可能性を否定でき

ない。 

第三は、OLS 推定値と TEM 推定値の解釈である。(8)列および(12)列の Wald 検定は、

事務事業編変数が内生変数であることを示し、(2)列と(8)列、(3)列と(12)列の推定値の

差は、内生性バイアスと解釈できる（Wooldridge,2010）。期間中ダミー1 および期間中

ダミー2 の TEM 推定値は OLS 推定値より絶対値で大きく、逆の因果性によりOLS 推定値

が過小評価されたと考えられる。 

これらを踏まえ本稿の推定からいえるのは、①事務事業編を策定・改定した市町村機

関の職員一人当りエネルギー起源二酸化炭素排出量は、未策定・未改定の機関より少な

い。②平均的な減少幅は、FP－IP間で少なくとも14.5%、FP－NP 間で少なくとも31.5%

である。③内生性を考慮すると減少幅は②に示した値より大きい可能性がある、となろ

う。 

これらの減少幅は、ISO14001の環境負荷削減効果を検証した先行研究で示された値に

比べると大きい25。一方で OLS の 95%信頼区間を見ると、FP-IP 間で 1.8%～27.2%、FP－

NP 間で 13.7%～49.3%となっている。また事務事業編は、地球温暖化対策計画の「2030

年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減する」との目標を達成する法定実行

計画の一つであることも踏まえると、そこまで不自然な値ではないだろう。本稿の推定

結果は、事務事業編に温室効果ガス削減効果があること、また PDCA サイクルに基づく

適切な計画管理が事務事業編の温室効果ガス削減効果を高めることを示唆している。 

ここで、事務事業編がどのように職員一人当りエネルギー起源二酸化炭素排出量を削

減するのか、国のマニュアル（環境省大臣官房地域政策課, 2023b)をもとに考えてみた

い。マニュアルでは、庁舎等建築物や一般廃棄物処理施設などの各分野に共通の「基盤

的な取組」として、①施設設備に関する情報の整備、②グリーン購入・環境配慮契約の

促進、③職員意識の啓発、④EMS の導入が示されている。これらは職員一人ひとりの事

務での省エネや省資源化に加え、施設設計や施設維持管理、契約事務といった事業面か

らも環境負荷低減を促す。事務事業編は、これら基盤的な取組を3.2節でみた多層的な

PDCAサイクルで管理し、職員一人当りエネルギー起源二酸化炭素排出量を削減すると考

 
25 例えば米国事業所データによるPotoski and Prakash（2005）では6％程度、我が国事業所データによる岩田

他（2010）では22％程度である。 



えられる。 

以上を踏まえると、事務事業編が未策定・未改定である市町村機関は、早急に策定・

改定に着手すべきだろう。地球温暖化対策計画は、事務事業編の策定率を 2025 年度に

95％、2030年度までに100％にするとしている。環境省は2019 年度に「地方公共団体実

行計画策定・管理等支援システム（LAPSS）」を立上げ、事務事業編策定と運用の支援を

開始した。支援効果の検証とともに重要なのは、事務事業編の策定要因を探ることだろ

う。本稿TEMの第1段階プロビットの結果は、事務事業編の策定確率に、地方団体の財

政力や組織規模が影響することを示唆している。こうした要因が事務事業編の策定確率

に影響するならば、支援ツールの提供だけでは十分な効果が得られないかもしれない。

ただし本稿のプロビットはTEMの第 1段階であり、分析対象が第2段階の変数を入手で

きる市町村機関に限られていることに留意すべきである。事務事業編策定要因は、3.3節

でみた環境情報の公表状況を考慮し、全市町村機関を対象に検証すべきだろう。 

本稿は、最新のクロスセクションデータにより、事務事業編の策定・改定が温室効果

ガス排出量に与える影響を明らかにした。先行研究で指摘された実証分析上の問題に可

能な限り対応したが、事務事業編の温室効果ガス削減効果のより厳密な検証には、パネ

ルデータの活用などの追加的な対応も求められよう。今後の課題としたい。 
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